
平成 18 年 ７ 月

（第 １ 回）

京 都 府 教 育 委 員 会 会 議 録



１ 開 会 平成18年７月27日 午後４時

閉 会 平成18年７月27日 午後４時50分

２ 出席委員

藤 田 委 員 長 冷 泉 委 員 岩 田 委 員

大 橋 委 員 畑 委 員 田 原 教 育 長

３ 欠席委員

な し

４ 出席事務局職員

勝 間 教育次長 池 田 管理部長

宮 野 指導部長 橋 本 総務企画課長

総務企画課参事・企画情報室長中 島 教職員課長 太 田

杉 山 阿 部 主 幹保健体育課参事・健康安全教育推進室長

廣 田 主 事 林 主 事



５ 議事の大要

（１）開会

委員長が開会を宣告

（２）議席の指定
委員長から、畑委員の就任に伴う議席の指定について提案があり、委員長及び委

員長職務代理者を除き、委員の就任の早い順番にそれぞれ１番、２番、３番とし、
教育長たる委員については就任時期にかかわらず最後とすることを全出席委員異議
なくこれを承認し、１番・岩田委員、２番・大橋委員、３番・畑委員、４番・田原
教育長との議席の指定があった。

（３）前会議録の承認

ア ６月分１回の会議録について、全出席委員異議なく、これを承認した。

（４）報告事項

ア 臨時代理議決の報告について

（ア）中学校事務職員の分限処分について

【報 告】
教育長から、中学校事務職員の分限処分について第27号議案として平成18年６月

20日付けで臨時代理議決を行った旨の報告があった。

（イ）平成18年６月府議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見について

【報 告】
教育長から、平成18年６月府議会定例会に提出される教育委員会関係議案につい

て知事から意見を求められた案件について、異議がないこととし、第28号議案とし
て臨時代理議決を行った旨の報告があった。

イ 請願・陳情等の受理状況について

（ア）学校給食用パンに国内産100％の小麦使用を求める要望書について

【報 告】
指導部長から、要望書の概要について説明の後、学校給食に使用する食材は基本

的に設置者である市町村において判断されることであること、学校給食用パンはパ
ン米飯規格基準検討委員会で配合率等が決定されたものを財団法人学校給食会が給
食実施校に供給していること、財団法人学校給食会においては国の検査において食



品衛生法に定める基準に基づき安全性が確保されたものを買い付け、更に独自に年
二回の残留農薬検査を実施するなど安全性に問題はないと考えられること、地産地
消の観点から国内産や府内産の食材を使用したい考えはあるが供給量や価格等の問
題がある旨の報告があった。

【意見等】
委員から、小麦粉の生産量とパンへの加工適性等の問題について意見があり、小

麦粉の使用量及び府内産生産量の状況並びに学校給食用パンの配合率についての質
問があった。健康安全教育推進室長から、府内の学校給食用パンに約650トンが必要
となること、府内産小麦粉の生産量が250トン程度の状況の中で65トンを使用してお
りこれ以上の確保は難しいこと、また、配合率については平成14年度以降カナダ産6
0％・アメリカ産30％・府内産10％の基準で配合されている旨の説明の後、委員長か
、 、ら 今後も地産地消の観点から府内産をできるかぎり使用するという姿勢であるが

供給状況等を考えると難しい状況がある旨の意見集約がなされた。

（５）議決事項

ア 第29号議案 小学校教員の懲戒処分について【非公開】
［原案どおり可決。]

イ 第30号議案 中学校校長及び教員の懲戒処分について【非公開】
［原案どおり可決。]

（６）そ の 他

ア 公開しないこととする議決について
（京都府教育委員会会議規則第15条第１項第１号）

議決事項ア及びイについて、全出席委員異議なく、公開しないこととすることに
議決。

（７）閉会

委員長が閉会を宣告



署 名

藤 田 委員長

冷 泉 委 員

岩 田 委 員

大 橋 委 員

畑 委 員

田 原 教育長

事 務 局 職 員


